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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１偏光状態の偏光照明光を随時生成する光源サブシステムと、
　その偏光照明光の光路上にあり、径方向に沿い外寄りに透光部及び遮光部、内寄りに反
射部及び透光部が互い違いに現れており、且つその内寄り反射部が外寄り透光部に連なる
回動多部分ディスクを用い、偏光照明光から第１及び第２光ビームを交番的に生成するビ
ーム分割サブシステムと、
　第１及び第２光ビームのうち一方の光路上にあり、そのビームの偏光状態を第１偏光状
態からそれと全く又はほぼ直交する第２偏光状態へと回転させる偏光回転器と、
　第１光ビームと第２光ビームを結合することで結合光ビームを生成する光結合サブシス
テムと、
　立体像データに従い結合光ビームを変調することで、結合光ビームを形成する照明光の
うち第１偏光状態のものから第１変調像、第２偏光状態のものから第２変調像を生成する
空間光変調器と、
　第１及び第２変調像を表示面上に投射する投射サブシステムと、
　を備えるディジタル立体像投射機。
【請求項２】
　請求項１記載のディジタル立体像投射機であって、上記内寄り透光部を透過した偏光照
明光が第１光ビーム、上記内寄り反射部で反射され上記外寄り透光部を透過した偏光照明
光が第２光ビームとなるディジタル立体像投射機。



(2) JP 5575894 B2 2014.8.20

10

20

30

40

50

【請求項３】
　請求項１記載のディジタル立体像投射機であって、コヒーレンス偽像が低減されるよう
上記回動多部分ディスクの一部又は全体に亘り模様が付されたディジタル立体像投射機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はディジタル立体像投射機、特に偏光固体レーザ光源を用いるディジタル立体像
投射機及び方法の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像を三次元（３Ｄ）的な立体像として知覚させる高画質な立体像投射機を実現するこ
とへの期待がますます強まっている。大劇場に集う観客に豊かな視覚体験を提供したいか
らである。映画館、テーマパーク等の場で３Ｄ投射を行うエンターテインメント企業も数
多くあり、そうした場での３Ｄ投射には主にフィルム媒体が使用されている。フィルム媒
体を使用した３Ｄ投射に際しては、左目用フィルムを左目用投射機、右目用フィルムを右
目用投射機に装填し、偏光を用い左目像と右目像を同時に投射する。左目像投射用の偏光
は右目像投射用の偏光に対し直交する偏光状態を呈するものである。観客には偏光眼鏡、
即ち左目像用偏光を左目へと通すが右目には通さず且つ右目像用偏光を右目へと通すが左
目には通さない眼鏡を装着させる。
【０００３】
　他方、映画産業では映写のディジタル化も進行しており、アイマックス社等の業者から
は、二系統の投射機を用いた高画質ディジタル立体像投射機が継続的に提供されている。
しかし、より一般的なのは、旧来型画像投射機をベースに立体像投射機を実現しようとい
うアプローチである。
【０００４】
　旧来型画像投射機をベースにカラーディジタル立体像投射機を実現するアプローチのな
かで最も見込みのあるのは、画像生成デバイスとして空間光変調器（ＳＬＭ）を使用する
ものである。大別して二種類あるＳＬＭのうち一種類目は、米国テキサス州ダラス所在の
テキサス・インスツルメンツ社によって開発されたＤＬＰ（ディジタル光プロセッサ；登
録商標；以下注記省略）である。ＤＬＰはディジタルマイクロミラーデバイス（ＤＭＤ）
の一種であり、既に幾種類かのディジタル投射機で使用されているほか、特許文献６～８
（発明者：いずれもＨｏｒｎｂｅｃｋ）を含め数多くの特許文献に記載されている。
【０００５】
　図１に、ＤＬＰ型ＳＬＭを用いる画像投射機１０の概略ブロック構成を示す。この構成
では、光源１２からの多色無偏光をプリズムアセンブリ１４、例えばフィリップス（登録
商標；以下注記省略）プリズムに入射させることで、その波長域に従い赤（Ｒ）、緑（Ｇ
）、青（Ｂ）各色の成分に分割する。各色成分に対応するＳＬＭ２０ｒ，２０ｇ，２０ｂ
に送られそこで変調された光はプリズムアセンブリ１４内で再結合され、１本の無偏光ビ
ームとなって投射レンズ２９からスクリーン等の表示面へと出射される。
【０００６】
　こうしたＤＬＰ式画像投射機は、優れた光スループット、コントラスト比及び色域を実
現できデスクトップ表示から大画面上映に至る諸用途での要請に応えうる反面、実現でき
る解像度が生来的に低く現状では高々２１４８×１０８０画素に留まっている。更に、そ
の部品コスト及びシステムコストが高いため、ディジタル映画を高画質投射する用途では
使用しても割に合わないことが多い。加えて、フィリップスプリズム等のビーム再結合プ
リズムが高価、大型、重量且つ複雑で、それを用い高輝度投射を行うのに長作動距離で高
速な投射レンズが必要とされることも、ＤＬＰ式投射機の普及や使用を妨げる重大な制約
となっている。
【０００７】
　ディジタル投射機で使用できる二種類目のＳＬＭは液晶デバイス（ＬＣＤ）である。Ｌ
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ＣＤは、入射光の偏光状態を画素選択的に変調可能なデバイスであるため、一群の画素か
らなる画像の生成に使用することができる。その大型化、デバイス歩留まり向上及び解像
度向上が比較的容易であるため、ＬＣＤは高画質ディジタル映写向けのＳＬＭと目されて
いる。ソニー株式会社や日本ビクター株式会社では、その解像度が４０９６×２１６０画
素のＬＣＤも製造されている。特許文献１２（発明者：Ｓｈｉｍｏｍｕｒａ　ｅｔ　ａｌ
．）等には、ＬＣＤ型ＳＬＭを用いる電子式画像投射機の例が記載されている。液晶オン
シリコン（ＬＣＯＳ）ＬＣＤのように、大画面画像投射向けと目されているものもある。
とはいえ、ＬＣＤでは、ディジタル映写に際し課される高画質条件、特に色及びコントラ
スト比に関するそれを維持し続けるのが難しい。これは、高輝度投射時に作用する強い熱
負荷で、その素材の偏光品質が低下するためである。
【０００８】
　これら、ＤＬＰ、ＬＣＯＳ－ＬＣＤ等のマイクロ画像生成デバイスを用い立体像を生成
する旧来の手法は、左目用コンテンツ及び右目用コンテンツの分別提供形態に従い二種類
に大別することができる。一種類目は、ほとんど普及していないがドルビー・ラボラトリ
－ズ社等で採用されている色空間分離法である。特許文献８（発明者：Ｍａｘｉｍｕｓ　
ｅｔ．ａｌ．）等に記載の通り、この手法では、個々の基本色帯域を複数個のスペクトル
群に分けると共に、白色光照明サブシステム内に設けたフィルタを用い、それらスペクト
ル群を同じフレーム周期内の相異なる時期に阻止させる。例えば、ＲＧＢ各波長域内の左
目用短波長寄りスペクトル群を阻止する期間と、ＲＧＢ各波長域内の右目用長波長寄りス
ペクトル群を阻止する期間とを、同一フレーム周期内で交互に発生させる。次いで、色調
整が施された立体像コンテンツのうち左目用のものを左目用変調器、右目用のものを右目
用変調器に供給する。観客には相応の眼鏡、即ちＲＧＢ各波長域内の長波長寄りスペクト
ル群及び短波長寄りスペクトル群をフィルタに同期し交互に通す眼鏡を装着させる。こう
した色空間分離法は、幾つかの点で光偏光法による画像投射に優っている。例えば、大抵
のスクリーン上に画像を投射でき、割高な偏光保持性スクリーンが不要なことである。そ
の反面で短所も抱えている。使用する眼鏡が高価なこと、見る方向、身じろぎ、首傾げ等
によって視認画質が低下すること、そして色空間の調整が難しくフィルタリングで多大な
光損失が生じることである。多大な光損失を補うには大出力ランプが必要であり、そうし
なければ画像輝度が低下してしまう。
【０００９】
　二種類目の立体像生成手法は光偏光法である。特許文献２６（発明者：Ｓｖａｒｄａｌ
　ｅｔ　ａｌ．）等に記載の例では、その偏光状態が互いに直交する二通りの偏光を、互
いに別のＳＬＭを経て表示面へと同時に出射させている。観客には、その偏光透過軸が左
目・右目間で直交する偏光眼鏡を装着させる。この手法は、光の利用効率が高いものの割
高な手法である。ことに、個々の色帯域毎にＳＬＭを設けねばならない構成の投射機では
そうである。
【００１０】
　光偏光法の別例としては、米国カリフォルニア州ビバリーヒルズ所在のリアルディー社
によって実用化された手法、即ち偏光状態を高速交番させつつ光を変調して投射対象画像
を生成する形態へと旧来型画像投射機を改良する手法がある。この手法に基づくＤＬＰ式
画像投射機を実現するに当たっては、偏光器等を出射光軸上の所要位置、具体的には図１
中に破線で示した位置１６に配置する必要がある。偏光器が必要になるのは、ＤＬＰの構
成上、一般に無偏光状態で入射される光の偏光状態を維持できないからである。ＤＬＰパ
ッケージには応力誘起複屈折をもたらす窓があるので、偏光器がないと、そこで入射光の
偏光状態に変化が生じてしまう。位置１６には、その偏光器に後続するよう無色偏光切替
器、例えば特許文献４（発明者：Ｒｏｂｉｎｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．）に記載のものを配置
する必要もある。無色偏光切替器を用いその偏光状態が直交二状態間、例えば二通りの直
線偏光状態間で交番的に変わる光を使用することで、左目像及び右目像を光偏光法に従い
提供することができる。観客には、投射される左目像及び右目像を然るべく捉える偏光眼
鏡を装着させる。



(4) JP 5575894 B2 2014.8.20

10

20

30

40

50

【００１１】
　リアルディー社のシステムでは伝統的に左旋円偏光及び右旋円偏光が使用されているの
で、その偏光眼鏡としては、１／４波長リターダに偏光器を付加したもの、即ち円偏光を
直線偏光に変換してから偏光状態毎の交番的阻止に供する仕組みのものが使用さ
れる。こうしたシステムは首傾げの影響を受けにくく、またその無色偏光切替器も容易に
製造可能である。反面、単なる偏光器ではないため、使用する偏光眼鏡が割高になってし
まう。また、二例掲げた光偏光法のいずれでも、入射してくる画像担持光の偏光状態が実
質的に変化しないタイプの表示スクリーン、例えばシルバー加工されたものを使用する必
要がある。同じく、いずれも微細電気機械システム（ＭＥＭＳ）型のシステムで光偏光法
を実施しているので、非立体像投射機に比べ光の活用量が１／２になり、光損失が多大に
なってしまう。偏光切替器を使用する例では、大きな偏光切替器と併せ位置決め手段を準
備し、画像投射機の前部にそれを実装する費用も発生する。そのやり方には、改良対象と
なる様々な画像投射機に対応できるよう柔軟性を持たせる必要がある。可視波長域のほぼ
全域にて波長によらず光のリターダンスが一定になるよう構成する必要があることも、偏
光切替器の構成が複雑になる原因となっている。この性能を欠く偏光切替器では、画像が
別の目に届くクロストークが顕著になって、投射される立体像の質が低下する可能性があ
る。こうしたクロストークは、ときとして、観客の心身に影響を及ぼす。従って、どちら
かといえば、その出射光が既に偏光している点で、ＬＣＯＳ－ＬＣＤ式画像投射機の方が
優れている。
【００１２】
　照明効率に関わる未解決問題もある。エタンデュ、別称ラグランジュ不変量に係るそれ
である。光学分野で周知の通り、エタンデュは光学系で扱える光量に係る量であり、一般
にはその値が大きいほど明るい像が得られる。エタンデュの値は二種類の特性値の積、即
ち像面積と数値開口との積に比例する。図２に、光源１２、光学系１８及びＳＬＭ２０の
みからなる単純な装置を示す。こうした装置では、光源側エタンデュが光源側像面積Ａ１
と光源出射角の値域θ１との積で表される。秀逸な装置であれば、これは、ＳＬＭ面積Ａ
２とＳＬＭ入射角の値域θ２との積たるＳＬＭ側エタンデュに等しくなる。輝度を高める
には光源１２からできるだけ多くの光を捉えるべきであるので、一般に、秀逸な装置とす
るには光源・ＳＬＭ間でエタンデュの差をできるだけなくすことが必要になる。
【００１３】
　まず、光源から得られる光量を増すには、多くの光を捉えうるようその光学系の数値開
口を増すか、広範囲から光がもたらされるよう光源側像面積を増す必要がある。こうする
と光源側エタンデュが増すが、ＳＬＭ側エタンデュが光源側エタンデュ以上なら光源側エ
タンデュの大きさを活かすことができる。しかし、光源側像面積を増すと一般に光学部品
及び周辺部品が高価化、大型化する。シリコン基板の価格や欠陥発生確率が大型化につれ
て増すため、ＬＣＯＳ－ＬＣＤ型ＳＬＭやＤＬＰ型ＳＬＭではことにそうである。エタン
デュの増大は光学系の複雑化や高価化にもつながりやすい。例えば、特許文献１３（発明
者：Ｓｐｒｏｔｂｅｒｙ　ｅｔ　ａｌ．）に概述されている光学系では、レンズ素子のエ
タンデュを大きくすることが求められる。それは、系内光学系で収束させるべき光の光源
側像面積が、ＲＧＢ各色光路上に存するＳＬＭの合計面積になるためである。これは、最
終的に生じるカラー像の三倍にも上る。この文献のように、収束させるべき光の光路がＲ
ＧＢ別の構成では、系内レンズ部品を、大きな像面積を扱える大エタンデュ部品とせざる
を得ない。しかも、同文献に記載の構成では、光路１本当たりの光強度が全体の１／３に
過ぎないため、最終的に生じるカラー像の面積に比し三倍の像面積を扱えるのに、輝度向
上のメリットを享受することができない。
【００１４】
　次に、光源側エタンデュとＳＬＭ側エタンデュをできるだけ一致させる必要があるのは
、そうしないと効率が低下するからである。仮に、エタンデュの一致度が貧弱だと、光学
系が光枯渇してＳＬＭに十分な量の光を入射させ得なくなるか、変調用に生成された光が
不効率にもかなり捨てられてしまうこととなる。
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【００１５】
　ディジタル映写機に求められる輝度をリズナブルなシステムコストで実現する、という
課題も、ＬＣＤ式投射機やＤＬＰ式投射機の設計者にとって悩みの種である。この点で問
題となるのは、ＬＣＤ式投射機の場合、偏光が必要であるため低効率且つ大エタンデュと
なり、偏光回復技術を適用しても十分な輝度が得られない点である。ＤＬＰ式投射機の場
合は、偏光を必要としないので若干高効率だが、高価で短命なランプや高価な光学系が必
要で、旧来の映写機と競うには高価すぎる点が問題になる。
【００１６】
　ハイエンドな旧来型フィルム式映写機に劣らない性能でいわゆる電子映写乃至ディジタ
ル映写を行えることも求められる。そのためには、ハイエンドなフィルム式投射機と比肩
しうる輝度での映写を行えるようディジタル映写機を構成する必要がある。使用されるス
クリーンの種類により５０００～４００００ルーメンといった幅が生じるが、一般的な映
画館で使用される４０フィート対角級スクリーンへの映写には１００００ルーメン級の光
束での投射が求められよう。しかも、この最低輝度条件を満たすだけでは足りず、２０４
８×１０８０画素以上の高解像度、２０００：１程度のコントラスト比、並びに広い色域
を実現することも求められる。
【００１７】
　これまでに提案されているディジタル映写機のなかには、こうした性能条件を充足しう
るものもあるが、その装置価格や稼働費用が嵩むことが障害となっている。具体的には、
当該性能条件を満たす映写機の価格が一般に５００００米ドル超になること、その映写機
で使用される大出力キセノンアークランプを５００～２０００時間毎に交換する必要があ
ること、その交換毎に往々にして１０００米ドル超の費用がかかることである。キセノン
アークランプのエタンデュが大きく、従って光源からの集光及びその投射に高速な光学系
が必要なことも、コストや複雑さに重大な影響を及ぼしている。
【００１８】
　ＤＬＰ型ＳＬＭ及びＬＣＯＳ－ＬＣＤ型ＳＬＭに共通する問題点としては、固体光源例
えば固体レーザ光源との併用が難しい、という点がある。固体光源には、他種光源に比べ
スペクトル純度や最高輝度が高いという長所があるが、従来通りの手法ではそれを活かす
ことができない。即ち、旧来の集光、転向及び各色ビーム結合方法及び装置を使用する構
成のディジタル投射機では、レーザ光源に備わる長所を存分に活かすことができない。
【００１９】
　固体レーザ光源には、エタンデュや寿命が良好で、全体としてスペクトル安定性や輝度
安定性が高いという長所がある。近年では、ディジタル映写に適した輝度、適したコスト
で可視光を輻射できるようになっている。開発が進み市販に至ったレーザ光源アレイのな
かには、ディジタル映写機用光源として使用できそうなものもある。しかし、一色当たり
９個以上のアレイを使用しないと必要な輝度を得ることができない。
【００２０】
　また、レーザ光源アレイのなかで投射機用と目されているものの一つは種々の垂直共振
器面発光レーザ（ＶＣＳＥＬ）アレイである。その例としては、垂直外部共振器面発光レ
ーザ（ＶＥＣＳＥＬ）アレイや、米国カリフォルニア州サニービル所在のノバラックス社
で製造されているＮＥＣＳＥＬ（ノバラックス外部共振器面発光レーザ；登録商標；以下
注記省略）アレイを掲げることができる。しかし、従来手法をこれらに適用すると様々な
問題が発生する。その一つはデバイス歩留まり上の制約である。例えば、市販のＶＥＣＳ
ＥＬアレイが長尺且つ狭幅で、輻射部の配置行数が一般に二行であるのは、密に配置する
と熱が逃げにくくなって繊細な構成部材に影響が生じるため、即ち三行以上にするとデバ
イス歩留まりが劇的に低下するためである。加えて、既存のＶＥＣＳＥＬアレイでは給電
及び放熱に関する問題も生じる。この種のアレイがハイパワーなためである。例えば、単
一行型のＮＥＣＳＥＬアレイを並べて二行にした構成では、その有効光出力が３Ｗ超にも
なりうる。そのため、発光につながらない電流やその電流による熱負荷を厳しく制限しな
いと、温度を十分安定させることができず寿命やビーム品質がひどく損なわれてしまう。
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【００２１】
　そして、投射機におけるレーザ光源の使用については、これまでの提案では十分に考慮
されていない問題点が残っている。例えば、多くの映画館で必要とされる１００００ルー
メンの光束を提供するには、２行×２４列型のＮＥＣＳＥＬアレイを９個程度使用する、
といった工夫をする必要がある。その際、アレイ同士を密に配置すると、熱に敏感な光学
系基幹部に対する信号及び電力の供給並びにそこからの放熱がうまくいかず、投射機の性
能を十分に発揮することができなくなる。さりとて、旧来型の端発光レーザダイオードを
初めとする他種レーザ光源をアレイ化するのは更に難しいし、輝度を高めると寿命が縮ま
ることが従来から指摘されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２２】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００２／０１１４０５７号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００２／０１９６４１４号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００６／００２３１７３号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００６／０２９１０５３号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２００７／０１２７１２１号明細書
【特許文献６】米国特許第４４４１７９１号明細書
【特許文献７】米国特許第５５３５０４７号明細書
【特許文献８】米国特許第５６００３８３号明細書
【特許文献９】米国特許第５７０４７００号明細書
【特許文献１０】米国特許第５７１９６９５号明細書
【特許文献１１】米国特許第５７９８８１９号明細書
【特許文献１２】米国特許第５８０８７９５号明細書
【特許文献１３】米国特許第５９０７４３７号明細書
【特許文献１４】米国特許第５９１４８１８号明細書
【特許文献１５】米国特許第５９１８９６１号明細書
【特許文献１６】米国特許第５９３００５０号明細書
【特許文献１７】米国特許第６００８９５１号明細書
【特許文献１８】米国特許第６０１０１２１号明細書
【特許文献１９】米国特許第６０６２６９４号明細書
【特許文献２０】米国特許第６０８９７１７号明細書
【特許文献２１】米国特許第６２４０１１６号明細書
【特許文献２２】米国特許第６４４５４８７号明細書
【特許文献２３】米国特許第６６００５９０号明細書
【特許文献２４】米国特許第６６２５３８１号明細書
【特許文献２５】米国特許第６７４７７８１号明細書
【特許文献２６】米国特許第６７９３３４１号明細書
【特許文献２７】米国特許第６９５０４５４号明細書
【特許文献２８】米国特許第６９７５２９４号明細書
【特許文献２９】米国特許第７０５２１４５号明細書
【特許文献３０】米国特許第７１１６０１７号明細書
【特許文献３１】米国特許第７２４４０２８号明細書
【特許文献３２】米国特許第７２９６９８７号明細書
【特許文献３３】国際公開第ＷＯ２００２／０３１５７５号パンフレット
【特許文献３４】特開２００２－３２３６７５号公報
【特許文献３５】特開２００２－３４４０５０号公報
【非特許文献】
【００２３】
【非特許文献１】"High Power Extended Vertical Cavity Surface Emitting Diode Lase
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rs and Arrays and Their Applications", by Aram Mooradian et al., Micro-Optics Co
nference, Tokyo, November 2,2005
【非特許文献２】"Speckle Phenomena in Optics : Theory and Applications", by Jose
ph W.Goodman (Roberts & Company Publishers, Greenwood Village, CO, 2007
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　ここに、前述の通り、エタンデュが大きな光学系は複雑且つ高価なものになることが多
い。一般に、最善の性能及び最小のコストが両立するのは、エタンデュが小さく且つ光源
・ＳＬＭ間でその値がよく一致している場合である。しかし、旧来型立体像投射機のうち
光偏光法によるものでは、使用する偏光状態間で同じ光路が投射に使用されるため、その
エタンデュがおおよそ倍の値になる。従って、光偏光法に従い左目像及び右目像を別々に
生成する仕組みの立体像投射機を、従来より小さなエタンデュで実現することが望まれて
いる。
【００２５】
　即ち、エタンデュが小さく輝度が高いカラー立体像投射機を固体光源を用い実現し、旧
来の方式では実現できなかった映画向け又はそれに近い性能及び輝度を実現することが求
められている。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明の目的は、ＭＥＭＳ型ディジタルＳＬＭ、例えばＤＬＰ等のマイクロ画像生成デ
バイスを用いた立体像投射機に関し、上掲の課題を解決することである。この目的に鑑み
、本願では、
　第１偏光状態の偏光照明光を随時生成する光源サブシステムと、
　その偏光照明光の光路上にあり、径方向に沿い外寄りに透光部及び遮光部、内寄りに反
射部及び透光部が互い違いに現れており、且つその内寄り反射部が外寄り透光部に連なる
回動多部分ディスクを用い、偏光照明光から第１及び第２光ビームを交番的に生成するビ
ーム分割サブシステムと、
　第１及び第２光ビームのうち一方の光路上にあり、そのビームの偏光状態を第１偏光状
態からそれと全く又はほぼ直交する第２偏光状態へと回転させる偏光回転器と、
　第１光ビームと第２光ビームを結合することで結合光ビームを生成する光結合サブシス
テムと、
　立体像データに従い結合光ビームを変調することで、結合光ビームを形成する照明光の
うち第１偏光状態のものから第１変調像、第２偏光状態のものから第２変調像を生成する
ＳＬＭと、
　第１及び第２変調像を表示面上に投射する投射サブシステムと、
　を備えるディジタル立体像投射機を提案する。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、光源・ＳＬＭ間でエタンデュをより好適に一致させることができる。
【００２８】
　本発明によれば、光源を周期的にオンオフさせることなく、その偏光状態が異なる複数
種類の光ビームを単一光源で発生させることができる。
【００２９】
　また、本発明によれば、それら二種類の偏光状態間で光出力を好適にバランスさせうる
簡便な機構を提供することや、当該偏光状態間の遷移に必要な時間を短縮することができ
る。
【００３０】
　更に、本発明によれば、光偏光法に従い左目像及び右目像を個別生成する仕組みの立体
像投射機を、小エタンデュ光学系を使用し実現することができる。
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【００３１】
　そして、本発明によれば、繊細な系内部品に作用する熱負荷を抑えることができる。
【００３２】
　加えて、本発明によれば、熱負荷及びゴーストを減らすと同時に輝度及びコントラスト
比を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】各色ビーム同士をプリズムで結合させる従来型投射機を示す模式的ブロック図で
ある。
【図２】光学系におけるエタンデュの概念を示す図である。
【図３Ａ】固体光源アレイ・照明光結合器間関係の例を示す平面図である。
【図３Ｂ】フィルファクタが異なる別例を示す平面図である。
【図４】照明光結合器を備える立体像投射機の全体構成を示す模式的ブロック図である。
【図５】別々の固体光源アレイに発した偏光照明光ビーム同士を結合させ共通の照明光路
上に出射する照明光結合器を示す模式的側面図である。
【図６】図５に示した照明光結合器の斜視図である。
【図７Ａ】別々の固体光源アレイ群に発した偏光照明光ビームを偏光ビームスプリッタで
共通の光路上に出射させる照明光結合器の一例に関し、ある偏光状態に係る動作を示す模
式的側面図である。
【図７Ｂ】同じ例の照明光結合器に関し、直交する別の偏光状態に係る動作を示す模式的
側面図である。
【図８】立体像投射時の偏光状態交番タイミングを示すタイミングチャートである。
【図９Ａ】別々の固体レーザ光源アレイに発した照明光ビーム同士を結合させる光転　　
向プリズムの一例を示す模式的側面図である。
【図９Ｂ】図９Ａに示した光転向プリズムの斜視図である。
【図１０】光転向プリズムの別例を示す模式的側面図である。
【図１１】互いに別の偏光状態で照明光を出射する固体レーザ光源アレイ群毎に都合２個
の光転向プリズムを使用する例を示す模式的側面図である。
【図１２】入射面を複数個有する光転向プリズムの例を示す模式的側面図である。
【図１３】図１２に示した光転向プリズムを光の偏光状態毎に備える照明光結合器を示す
模式的側面図である。
【図１４】図１２に示した光転向プリズムを用い且つ光導波路無しで偏光照明光を交番投
射する投射機を示す模式図である。
【図１５】図１４に示した投射機に広帯域電子式偏光回転器を付加した構成の立体像投射
機を示す模式図である。
【図１６】図１４に示した投射機に色帯域別電子式偏光回転器を付加した構成の立体像投
射機を示す模式図である。
【図１７】単一画素変調器及びその回動軸を示す斜視図である。
【図１８】相直交する偏光状態の光を交番出射させるシャッタ付照明光結合器を示す模式
図である。
【図１９Ａ】ある部分への入射光を反射させ他の部分への入射光を透過させるシャッタの
前面図である。
【図１９Ｂ】その側面図である。
【図２０】光の偏光状態を変換することでその偏光状態が直交二状態間で交番する光を生
成する回収式照明光結合器を示す模式図である。
【図２１】図２０に示した回収式照明光結合器の別例を示す図である。
【図２２】図２１に示した回収式照明光結合器を用い偏光状態を直交二状態間で交番させ
る立体像投射機を示す模式図である。
【図２３】透光部及び遮光部が交互に形成されたシャッタディスクを示す図である。
【図２４】ある半サイクルにおけるビーム分割サブシステム内光挙動を示す模式図である
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。
【図２５】他の半サイクルにおけるビーム分割サブシステム内光挙動を示す模式図である
。
【図２６】そのビーム分割サブシステムを介し出射される光の偏光状態を示すタイミング
チャートである。
【図２７】立体像投射機の一例構成を示す模式図である。
【図２８Ａ】吸光素子付多部分ディスクの例を示す図である。
【図２８Ｂ】そのディスクから出射される光の偏光状態が二状態間で交番する様子を示す
図である。
【図２９】反射素子がビーム結合サブシステムの機能を担う実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本件技術分野で習熟を積まれた方々（いわゆる当業者）が上述のものを含め本発
明の構成及び効果を一読で理解できるよう、別紙図面を参照しつつ本発明の実施形態に関
し詳細に説明する。本発明の構成要素については別紙特許請求の範囲中で端的に定義され
ているが、以下の説明を別紙図面と併せ参照した方がより好適に理解できるであろう。そ
の説明の対象は、本発明に係る装置を構成する部材及び本発明に係る装置に密接に関連す
る部材に絞ることにする。具体的な説明や図示のない部材については、いわゆる当業者に
とり周知の諸形態を採りうるものと了解されたい。図示及び説明は本発明の動作原理を示
すためのものであり、実物の寸法乃至その比率に忠実なものであるとは限らない。諸実施
形態で使用されるレーザ光源アレイの寸法が小さいことから、その基本構造、形状及び動
作原理がわかるよう若干強調が施されている。諸実施形態の説明で使用する用語のうち、
第１、第２等々の用語は、特定の順位乃至優先度を示す趣旨ではなく、複数個ある部材乃
至要素間を区別する趣旨で使用されている。
【００３５】
　以下の説明中で使用する用語のうち、「左目像」とは、立体像投射装置で生成される像
のうち観客の左目に届けたい像、「右目像」とは右目に届けたい像のことである。同様に
、「第１観客像」とは、デュアル観客向け投射機で生成される像のうち第１群の観客に見
せたい像、「第２観客像」とは第２群の観客に見せたい像のことである。
【００３６】
　本発明の諸実施形態によれば、光偏光法に従い左目像及び右目像を個別生成する仕組み
の立体像投射機を、小エタンデュ光学系で実現することができる。ＶＥＣＳＥＬアレイ等
の固体光源アレイから輻射される光の生来的偏光状態を活用することもできる。熱負荷を
抑え輝度を高めることもできる。
【００３７】
　本発明の実施に当たり使用しうる熱負荷抑制法としては、光導波路を用い光源・ＳＬＭ
間を分離する手法がある。その例は、固体光源アレイ群に発する光を偏光保持性の光導波
路に入射しＳＬＭへと送る手法である。この手法を採るに当たっては、光導波路出射開口
・ＳＬＭ間で形状例えばそのアスペクト比が概ね一致することとなるよう、光源・光導波
路間界面の形状を適宜設定するのが望ましい。実際、光導波路出射開口がＳＬＭによって
完全に又はほとんど満たされるようにすることで、エタンデュ値を最適値に保つことがで
きる。更に、照明用光学系に課される速度条件も緩和される。図３Ａ及び図３Ｂに、光導
波路５２に生じる入射開口の断面例を示す。両図では、固体光源アレイ４４にスケール調
整を施し、あたかも導波路５２の入射開口上にあるかのように描いてある。まず、図３Ａ
に示す例では、導波路５２の入射開口が円形であるため、導波路５２のＳＬＭ側端部でエ
タンデュの一致度が不十分になりやすい。これに対し、図３Ｂに示す例では、アレイ４４
で十分に満たされる形状へと導波路５２の入射開口が変形されているため、アレイ４４の
アスペクト比と導波路５２のそれとが好適に一致することとなる。更に、図示は省略した
が、より大きなアレイが実質的に形成されるようアレイ４４を複数個組みあわせる手法も
ある。これについては後により詳細に説明することとする。
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【００３８】
　そして、方形コア光ファイバ等の光ファイバを光導波路５２として用いこの手法を適用
することもできる。例えば、フィンランド共和国ロホヤ所在のリエッキ社から、光源側ア
スペクト比に見合った形状の方形コア光ファイバを入手すればよい。
【００３９】
　本発明をより好適にご理解頂くには、本発明に係る装置及び方法が稼働する環境につい
て説明するのが有益であろう。図４に、本発明を適用しうる画像投射機１０の基本構成を
模式的に示す。この投射機１０には、ＲＧＢ各基本色に対応し３個の光変調アセンブリ４
０ｒ，４０ｇ，４０ｂが設けられている。個々のアセンブリ４０ｒ，４０ｇ，４０ｂ内で
は、対応する照明光結合器４２から入射される基本色光がレンズ５０（省略可）経由で偏
光保持性の光導波路５２（省略可）内に送られ、レンズ５０乃至導波路５２を経た光がレ
ンズ５４経由でインテグレータ５１、例えばフライアイインテグレータやインテグレーテ
ィングバーに送られ、それを経た光がＳＬＭ６０で変調される。ＳＬＭ６０は反射又は回
折を通じ光を変調させるデバイス、例えばＤＬＰを初めとする反射型のＭＥＭＳデバイス
である。この種のデバイスは、個々の画素における偏光状態の操作で光を変調する仕組み
を採らないことから、「偏光状態ニュートラル」なデバイスと見なされる。但し、光がＭ
ＥＭＳデバイス表面に入射し反射される際に、個々の画素で偶発的な偏光状態変化が生じ
ることはあり得る。反射型ＭＥＭＳデバイスをＳＬＭとして使用する場合、その度合いは
デバイス表面の画素相当部位に対する入射角に依存するので、後述の如く、そのＳＬＭに
対する光の入射角の調整によって、そうした不要な偏光効果を抑えることができる。本発
明を実施するに当たっては、そのＳＬＭが、その偏光状態が相直交する二通りの入射光を
受け入れうるものでなければならず、またその入射光の偏光状態に応じた偏光状態で光を
出射するものでなければならない。入射時偏光状態に対し出射時偏光状態間が角度差を有
するものであってもかまわない。
【００４０】
　そして、変調された光は投射サブシステム７０によって表示面８０に向け像として投射
される。図４中、このサブシステム７０が破線で括られているのは様々な形態を採りうる
からである。また、この図に示した構成、例えば照明光結合器４２に関わる諸部材は、本
発明を実施するに当たり様々に変形することができる。例えば、光変調アセンブリ４０ｒ
，４０ｇ，４０ｂに発する照明光を光導波路５２を介さずインテグレータ５１に直接入射
させ、偏光状態ニュートラルなＳＬＭ６０を経て投射サブシステム７０内のレンズに偏光
を送る形態にすることができる。
【００４１】
　図５に、別々の固体光源アレイ４４，４４’に発したビーム同士を結合させアレイを実
質的に大規模化する形態の照明光結合器を示す。図６に示したのはその斜視外観である。
この形態では、ミラー４６を幾つか挿入することでアレイ４４の光軸に対しアレイ４４’
の光軸を揃えている。これにより、レンズ５０に光を送るアレイを実質的に大規模化でき
るが、熱的及び間隔的な制約が課され固体光源アレイ集積個数が制限されることも自明で
ある。
【００４２】
　図５及び図６に示した形態は、その偏光状態が異なる複数通りの偏光を扱える形態に変
形することができる。図７Ａ及び図７Ｂにその構成を、図８にその作動タイミングを示す
。図８から読み取れるように、個々の変調アセンブリ４０ｒ，４０ｇ，４０ｂ内では、二
組の偏光レーザ光源アレイを用い発生させた光を、図４に示す共通のＳＬＭ４０に送る際
、生成すべき左目像及び右目像に対応しその偏光状態を直交二状態間で高速交番させる。
ここで偏光レーザ光源アレイとして使用されているのは偏光固体レーザ光源アレイ４４ａ
，４４ｂである。アレイ４４ａ・４４ｂ間で光の偏光状態が直交することとなるよう、そ
のうち一方には図７Ａ及び図７Ｂの如く半波長板６４が設けられている。照明サイクル
のうち図７Ａの如くアレイ４４ａが作動する半サイクルでは、発生した偏光が偏光ビーム
スプリッタ６２で反射される。同照明サイクルのうち図７Ｂの如くアレイ４４ｂが作動す
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る他の半サイクルでは、発生した偏光が偏光状態回転を経てスプリッタ６２を透過する。
これらの偏光に係るビームは次いでレンズ５０へと送られる。非立体像投射時には、より
明るい像が生じるよう両アレイ４４ａ，４４ｂからの光を併用してもよいし、個別レーザ
光源の寿命がバランスするよう半分のパワーで作動させてもよい。
【００４３】
　この形態では、その偏光状態が異なる光の送出先が同じ照明光路であり、そのエタンデ
ュが図５に示したチャネル１個分と同程度に留まる。従って、非立体像投射時には、両偏
光状態を像生成に使用し、光源側輝度を実質的に倍化することができる。反面、立体像投
射時には、どの時点でも片側の光源しか使用されないため、実質的な輝度が図５に示した
形態のそれと同程度に留まる。構成が簡略でありＳＬＭ６０に送る光の偏光状態を直交二
状態間で交番させうるとはいえ、結合光ビームの偏光状態を直交二状態間で判然と切り替
えるには、所要周波数帯域全体に亘りレーザ光源を均質に作動させる必要がある。昨今の
ディジタル映写機では当該帯域が１２０Ｈｚ帯か１４４Ｈｚ帯に設定されるが、この帯域
でレーザ光源を作動させると熱的不安定性による不安定なパワー揺らぎが生じることが多
い。従って、直交二状態間交番を間接的に、即ち光源側ではなくＳＬＭ以降の段で実行す
ることが必要になる場合もある。
【００４４】
　図９Ａ及び図９Ｂに、照明光結合器４２の一例として、４個ある固体光源アレイ４４に
発したレーザ光を光転向プリズム３０で結合させて狭い範囲に集中させるものの側面及び
斜視外観を示す。図９Ｂに示す如く、アレイ４４上には長手方向Ｌに沿い複数個のレーザ
光源２６が並んでいる。プリズム３０は、そのアレイ４４から方向Ｄ１に沿い輻射された
光が入射する面３２、その方向Ｄ１に対し略直交する方向Ｄ２に沿い進むよう転向された
光が出射していく面３４、並びに複数個の転向ファセット３８を有する転向面３６を備え
ている。転向ファセット３８等のファセットは長手方向Ｌに沿い転向面３６上に延設され
ている。光源２６から輻射された光が内部全反射するようファセット３８が輻射方向Ｄ１
に対し傾けられているため、図９Ａ及び図９Ｂに示した形態では、照明光路ひいてはそれ
を辿る光のビームをより細くすることができる。
【００４５】
　この形態は様々に変形することができる。例えば、図１０にその立側面を示すように、
個々のファセット３８でレーザ光源２６複数行分の光が転向されるよう、光転向プリズム
３０における転向ファセット３８の寸法を設定するとよい。入射面３２を輻射方向Ｄ１に
対し直交させる必要がないので、光源アレイ４４の配列に幾ばくかのずれを持たせること
もできる。その際には、プリズム３０の屈折率ｎを考慮に入れる必要がある。
【００４６】
　図１１に、偏光状態交番型照明光結合器４２の別形態として、光転向プリズム３０を複
数個使用し輝度を向上させるもののブロック構成を模式的に示す。この形態では、光源ア
レイ４４ａ，４４ｂが図７Ａ及び図７Ｂを参照して説明した半波長板６４及び偏光ビーム
スプリッタ６２と併用されている。アレイ４４ａ，４４ｂで生じる照明光は、その偏光状
態が直交二状態間で交番する光である。その光はレンズ５０経由で図４中のＳＬＭ６０に
送られ、立体像の生成に使用される。
【００４７】
　図１２に、照明光結合器４２で使用される光転向プリズム３０の別形態として、複数個
の固体光源アレイを用いる図９Ａ～図１０の形態に比べ照明関連部材がコンパクトにまと
まるようにしたものの立側面を示す。この形態では、互いに向かい合う固体光源アレイ４
４から互いに逆の方向Ｄ１，Ｄ１’沿いに輻射される光がそこに入射するよう、プリズム
３０上に転向面３６が２個設けられている。各アレイ４４は複数個のレーザ光源２６で構
成されている。各転向面３６は、対応するアレイ４４からの光入射方向に直交する入射フ
ァセット２８と、その入射光を出射方向Ｄ２沿いに転向させる光転向ファセット３８を併
せ、二種類のファセットを有している。
【００４８】
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　この図の形態では、抗反射被覆面に発する微弱な残留光を再帰反射で個々の光源例えば
レーザ光源に返戻することで、光転向プリズム３０に対し諸固体レーザ光源アレイを容易
に整列させることができる。この再帰反射には、レーザ光源にモード不安定性をもたらす
微弱な外部共振器を発生させる働きがある。そうしたモード不安定性乃至モードホッピン
グは、分野によってはノイズと見なされるものであるが、投射機の場合は寧ろ有用である
。レーザ光のコヒーレンス例えばレーザ光源間のそれが抑圧され、ひいては像面上の可視
スペックルが低減されるからである。更に、両面型の形態であるので、隣り合う固体光源
アレイから輻射される光同士の隙間を縫うよう、その向かい側に位置する固体光源アレイ
から光を輻射させることができる。そのため、装置内で空間的に稠密化するよう、輻射光
を光学的に集積させることができる。このことも、スペックル低減及びシステム均質性向
上のため有用なことである。
【００４９】
　図１３に、図１２に示した光転向プリズム３０を対にして使用する形態を示す。この形
態では、二組の固体レーザ光源アレイ４４ａ，４４ｂから互いに直交する偏光状態にて発
せられる光を、半波長板６４及び偏光ビームスプリッタ６２経由でレンズ５０に送るよう
にしている。
【００５０】
　ご理解頂けるように、図１２に示した光転向プリズム３０対固体光源アレイ４４配置姿
勢は様々な分野で都合がよい姿勢であるが、照明光ビーム同士を結合させる部材の入射面
乃至出射面に対し光ビームを直交させる必要はない。重要なのは、寧ろ、プリズム３０内
で転向されたのち面３４から出射される光のビーム同士を平行にすることである。これを
実現するには、幾つかの事項に注意を払う必要がある。その一つは、各側のアレイ４４か
ら対応する入射ファセット２８に光が入射する角度と、その形成素材の屈折率で決まるプ
リズム３０内屈折角との組合せである。ファセット２８への入射角は面間で異なりうる。
更に、転向ファセット３８の各側における反射角について、面３４から出射される光ビー
ム同士が平行になるようプリズム３０内屈折角との関係で検討する必要もある。ファセッ
ト３８における反射角も面間で異なりうる。
【００５１】
　図１４に、画像投射機１０の一例として、光転向プリズム３０付の照明光結合器４２を
ＲＧＢの各色チャネル毎に都合３個備えるもののブロック構成を模式的に示す。その光変
調アセンブリ４０ｒ，４０ｇ，４０ｂ内には、図１３に示した偏光状態選別的構成に倣い
プリズム３０が一対ずつ設けられている。個々の光変調アセンブリ内では、あるときは第
１のプリズム３０からの偏光、別のときは第２のプリズム３０からの偏光が偏光ビームス
プリッタ６２に入射し、更にレンズ５０及びインテグレータ５１を介しＳＬＭ６０に入射
された光で変調像が生成される。ＳＬＭ６０たるＭＥＭＳデバイス例えばＤＭＤは、入射
時の偏光状態間直交関係が出射光でも保たれるよう入射光を変調する。変調された光は、
図示の通り、薄膜被覆性のダイクロイック面６８によってダイクロイック結合器８２に送
られる。ＳＬＭ６０にて角度変調も生じることから、この面６８は、ある入射角では入射
光を反射し、他の入射角では透過させるように処理されている。ダイクロイック結合器８
２には、アセンブリ４０ｒ，４０ｇ，４０ｂ間で変調光ビームが結合し投射サブシステム
７０を通る共通の光路沿いに出射されるよう、ある波長の光を反射させ他の波長の光を透
過させるダイクロイック面８４が複数個配置されている。レーザ光源・ＳＬＭ間を結ぶ光
導波路がないので、この構成では、光が光導波路を通ることによる偏光状態劣化が生じな
い。偏光状態が保たれるので、レンズレットアレイを使用し照明光の均質化を図ることも
できる。逆に、照明用レーザ光源とＳＬＭ及び投射サブシステムとの間の熱分離等、その
光導波路によってもたらされる利益を享受するため、図示しないがレーザ光源・ＳＬＭ間
に光導波路を設けてもよい。いずれにせよ、発生するレーザ光を近視野条件でも遠視野条
件でも使用できる。その場合、光の事前混合によって、スペックルを低減し且つインテグ
レータ５１向け出射光の均質性を高めることができる。単一の照明光源が形成されるよう
複数個の個別レーザ光源を配列すると共に、レンズレットアレイ等のユニフォマイズサブ
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システムを使用することで、レーザ光によるスペックルを更に低減することもできる。
【００５２】
　本発明を実施するに当たっては、上述した諸形態に様々な変形を施すことができる。例
えば、ＶＥＣＳＥＬ等のレーザ光源アレイに限らず、様々な種類の偏光レーザ光源を使用
することができる。光転向プリズム３０の形成素材としては、多々ある高透過率素材を使
用するのが望ましい。小出力用にはプラスチック、大出力用にはガラスを使用するとよい
。
【００５３】
　レーザ光源を使用するメリットのうち最たるものは、エタンデュが小さいため高効率且
つ簡略な光学系を実現できることである。ただ、既述の通り、エタンデュが小さいと諸部
材でのエネルギ密度が高めになり、ディジタル映写機での使用に差し障ることになりかね
ない。レーザ光の直接変調により光の偏光状態を直交二状態間で交番させることができな
いシステムの場合、一方の偏光状態に係る光を阻止し又はその偏光状態を回転させるのに
他の手段を使用する必要がある。その手段としては、電子式偏光回転器乃至シャッタ、例
えば液晶リターダや液晶シャッタを使用することができる。
【００５４】
　図１５に、立体像投射機の一例として、出射光の偏光状態を左目像用偏光状態・右目用
偏光状態間で交番的に切り替えるのに電子式広帯域偏光回転器７５を使用するものの立体
像投射機を示す。この回転器７５は、諸光源で生成される可視スペクトルの全域に亘り均
一に偏光状態を回転させうる広帯域なものであり、変調光ビーム同士を結合するビーム結
合器８２に後続する光路上に配置されている。この位置では光のビームが太めであるため
、そこに回転器７５を配置することで、回転器７５上でのエネルギ密度を下限近くまで抑
えることができる。所望の偏光特性が実現されるよう、回転器７５の直前又は直後に１／
４波長板７６を配置してもよい。その場合、諸光源間でレーザ光の偏光状態乃至方向が同
一になるよう、各光路沿いに半波長板や色選択リターダを設けて偏光状態をきちんと揃え
るのが望ましい。更に、回転器７５に偏光器を前置し、スプリアスな偏光状態に係る光を
そこで阻止し又は反射させるようにしてもよい。
【００５５】
　可変液晶リターダは偏光回転器７５として使用できるデバイスの一例である。入射光の
偏光状態が円偏光なら、比較的均一な波長対リターダンス特性を有する可変液晶リターダ
を比較的容易に作成することができる。これを回転器７５として使用する場合、その回転
器７５の直前且つビーム結合器８２の直後に、１／４波長板７６を配置するのが望ましい
。部材点数が多くなるが、各基本色光路上に１／４波長板を配置してもよい。立体像を生
成する際には、回転器７５と同期するタイミングで左目像コンテンツ及び右目像コンテン
ツを供給する。偏光保持性の表示スクリーンに向け光を出射することで、偏光眼鏡を装着
している観客の目に、相直交する偏光状態のうちその目に対応する偏光状態の光のみを届
けることができる。
【００５６】
　図１５に示した形態によれば、ビーム結合器を経た光のエネルギ密度を好適に抑えるこ
とができるが、入射光のエネルギ密度が高すぎると偏光回転器が損傷する可能性がある。
従って、構成がさほど複雑にならない限りで、狭帯域な電子式偏光回転器を使用するよう
にしてもよい。図１６に、光変調アセンブリ４０ｒ，４０ｇ，４０ｂそれぞれに狭帯域な
偏光回転器７５ｒ，７５ｇ，７５ｂを設けた形態を示す。この形態では、回転器７５ｒ，
７５ｇ，７５ｂに対する電子的な制御で偏光状態を略半波長回転させるべき帯域が、その
幅が１ｎｍ程度と狭い単一色帯域に留まる。電子式の液晶リターダは回転器７５ｒ，７５
ｇ，７５ｂたるに相応しいデバイスであり、その使用により構成を大きく簡略化し直線偏
光下での動作を好適なものにすること、即ち簡略で低価格な構成にすることができる。ま
た、レーザ光が直接照射されないようその液晶リターダをインテグレータ５１より後段に
配置することで、エネルギ密度が高い「ホットスポット」が液晶リターダ付近で発生しな
いようにすることができる。即ち、光及び熱負荷をバランスさせることで、液晶リターダ
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の安定性及び性能を高めることができる。更に、液晶リターダへの入射光が単一色帯域に
属する未変調光であるので、図１５を参照して説明した形態に比べ、出射光のエネルギ密
度が一定且つ低レベルとなる。また、前述の如く、各色光路上に１／４波長リターダを設
けてもよいし、図１５の如くビーム結合器の後段に設けてもよい。同様に、電子式偏光回
転器に偏光器を前置し、出射光の偏光状態を最適化するようにしてもよい。
【００５７】
　図１４に示した形態に倣い複合的照明光結合器、即ち出射光の偏光状態が互いに直交し
その波長域が互いにずれるよう結合手段が複数個設けられた照明光結合器を使用してもよ
い。例えば、直線ｐ偏光状態の光を出射する第１結合手段、その主スペクトルが第１結合
手段のそれに対し１５～２５ｎｍずれた直線ｓ偏光状態の光を出射する第２結合手段、並
びにそれらｐ，ｓ偏光の出射光路同士を結合させる偏光ビームスプリッタ６２を備える照
明光結合器を、光変調アセンブリ４０ｂ等に設けるとよい。そのスプリッタ６２に後続す
る光路上には色選択リターダを配置し、結合手段に発する二通りのスペクトル群間でその
偏光状態が揃うこととなるよう、その色選択リターダで一方のスペクトル群の偏光状態を
９０°回転させる。このようにすれば、系内でエタンデュが増大しないのに加え、図１５
に示した電子式偏光回転器７５を用いその偏光状態を直交二状態間で交番させつつ、対応
する偏光状態の光を左目及び右目に届けることができる。
【００５８】
　図１８に、立体像生成に備え直交二状態間で偏光状態を交番させる手段の別形態として
、各偏光状態の光を機械式シャッタで交互に遮るものを示す。この照明光結合器４３では
、第１直線偏光状態の光が固体レーザ光源アレイ４４ｂの働きで生成される一方、第１直
線偏光状態と直交する第２直線偏光状態の光が固体レーザ光源アレイ４４ａ及び半波長板
６４の働きで生成される。出射光の偏光状態が相直交することとなるよう二組のうち一方
の固体レーザ光源アレイを単純に回動させるだけでも、その偏光状態が互いに直交する二
通りの光を発生させることができる。第１，第２各直線偏光状態に係る光路上には回動シ
ャッタディスク６５があり、そこが出射光路の始点となっている。このディスク６５の角
度位置は、制御論理プロセッサ９０配下のモータ６６によって制御されている。
【００５９】
　図１９Ａ及び図１９Ｂに回動シャッタディスク６５、具体的には多部分型ガラスディス
クの前面及び側面を示す。これは、入射光をほぼ全て透過させる透光部６５ａ及びほぼ全
て反射させる反射部６５ｂを有している。透光部６５ａが光軸上に存するときは、固体レ
ーザ光源アレイ４４ｂからの光がそこを透過し後段の系内部品に送られる一方、固体レー
ザ光源アレイ４４ａからの光がビームダンプ６９によって吸収される。逆に、反射部６５
ｂが光軸上に存するときは、アレイ４４ａからの光がそこで反射され後段の系内部品に送
られる一方、アレイ４４ｂからの光がビームダンプ６９によって吸収される。従って、Ｓ
ＬＭ上での立体像生成に同期しディスク６５を回動させることで、その偏光状態が直交二
状態間で交番する光をＳＬＭに送り立体像を生成させることができる。なお、一方の偏光
状態から他方の偏光状態に移行する時期には、図１９Ａに示す移行領域７３内に光ビーム
が当たり、透光部６５ａと反射部６５ｂに跨ってしまう。即ち、照明光６７が透光部６５
ａ・反射部６５ｂ間境界に重なってしまう。この状態では、どちらの偏光状態に係る光も
ＳＬＭに届くので、左目像・右目像間クロストーク、別称ゴーストが生じてコントラスト
比が低下する。若干であればクロストークも許容できるが、クロストークが多すぎるとこ
の領域７３でＳＬＭがオフ状態に転じ、クロストークがなくなるのと引替に光損失が発生
する。従って、こうした領域７３は狭い方がよい。領域７３を狭くするには、照明光のス
ポットサイズを抑えるか、実現可能な範囲でディスク６５を大きめにしその外縁寄りに照
明光を送るようにすればよい。
【００６０】
　図１８に示した形態によれば、ＳＬＭに送られる光の偏光状態を交番させることができ
る。その反面、光の５０％以上がビームダンプ６９に送られ損失となるので、システム効
率が旧来手法のそれと同程度に留まってしまう。図２０に、先の形態ではビームダンプ６
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９に送られていた光が回収されるようシャッタディスク６５を機能拡張した形態を示す。
この照明光結合器４５では、ディスク６５から直にＳＬＭ側に送られる光と同じ偏光状態
になるよう、ビームダンプ６９ではなく半波長板６４’に光を送り偏光状態を変換するよ
うにしている。その偏光状態変換を経た光は、ミラー７１の働きで、ディスク６５から直
に来る光の光路と並ぶ光路上に送られる。即ち、その偏光状態を揃えた上で、各レーザ光
源アレイに係る光が、同じ方向に沿いユニフォマイズサブシステム更にはＳＬＭへと送ら
れる。こうした形態でも、モータ６６でディスク６５を回動させることで、相直交する二
状態間で偏光状態を交番させることができる。
【００６１】
　また、この形態では、図１８に示した形態に比し光源側エタンデュが倍になることがわ
かる。直接光のビームと偏光状態変換光のビームとが同じ角度空間内で横並びになる結果
、ユニフォマイズサブシステムにおける像面積が倍化するためである。従って、レーザ光
源に発する光同士を空間的にある程度重複させること、例えば角度的に重複させることが
望ましい。角度重複が望ましいのは、投射レンズが一般にテレセントリックであるため、
この空間での混合を通じ比較的容易に、全画素に亘り均質な照明を実現できるからである
。照明光路下流の光学部品で大エタンデュを然るべく扱えないと効率が下がるが、始点と
なるレーザ光源のエタンデュがそもそも小さいためその実現はさほど面倒な事柄ではない
。
【００６２】
　図２１に、同様の偏光回収をより少ない部材で実現する形態を示す。この形態では、光
をビームダンプ６９に吸収させるのではなく反射プリズム７２で転向させ、更に半波長板
６４’にてその偏光状態を回転させるようにしている。図２２に、内蔵する３個の照明光
結合器４５ｒ，４５ｇ，４５ｂを図２１の形態にした投射機を示す。各結合器４５ｒ，４
５ｇ，４５ｂからはその偏光状態が直交二状態間で交番する光が発せられ、各色チャネル
内のＳＬＭ６０はその光によって直に照明される。ＳＬＭ６０を経た光は、ダイクロイッ
ク面８４による光路結合を経て投射サブシステム７０から出射されることとなる。
【００６３】
　この形態は、移行領域内を含め光損失を増加させることなく、非立体像投射時に好適に
作動させることができる。従って、旧来手法と違い、その投射機で旧来の非立体像投射を
行う際にシャッタディスク乃至偏光切替器を取り外してスループット効率向上を図る必要
もない。投射機で旧来の非立体像投射を行う際には、シャッタの透光部が光軸上にあると
きモータ６６を停止させることで、不要な被覆損傷及び熱ビルドアップを抑え、寿命延長
や消費電力節約を図ることができる。
【００６４】
　図１９Ａ及び図１９Ｂに示した回動シャッタ機構は、偏光状態を直交二状態間で交番さ
せる機能に加え、スペックルを低減する機能も有している。スペックルは、従来からレー
ザ光投射に潜む問題として議論されてきた。レーザ光源を複数個使用することでレーザ光
のコヒーレンスを概ね抑え、スペックルを大きく低減することができるものの、レーザ光
源の使用個数が少ない小スクリーン投射時等にはコヒーレンスが幾らか残留してしまう。
その点、上掲のシャッタディスクであれば、その片面又は両面にコヒーレンス破壊性の被
覆を設けることで、スペックル性の偽像を低減することができる。更に、そのシャッタ基
板で生じる波頭偏差に起因する光路変動を踏まえ、空間的乃至角度的に光を混ぜ合わせる
ユニフォマイズサブシステムを使用することで、残留コヒーレンスひいてはスペックルを
大きく低減することができる。
【００６５】
　図１９Ｂに示すように、シャッタディスク６５の片面は散光面６５ｃ、他面は円滑面６
５ｄとなっている。散光面６５ｃはヤスリがけで形成された面、円滑面６５ｄは表面研磨
で形成された面である。本発明を実施するに際しては、円滑面６５ｄの一部に抗反射被覆
、他の一部に鏡面被覆を施すのが望ましい。散光面６５ｃの表面粗さは、可視スペックル
が生じない程度に高く、しかし光源側角度成分が大きく増さないように低くする必要があ
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ろう。こうした粗めの面を有するディスク６５を空間的に回動させることで、スペックル
性の残留偽像が系内で発生することを防ぎ又はそれを低減することができる。
【００６６】
　前述の通り、シャッタディスク６５の両面を円滑面にすることもできる。但し、その場
合、ディスク６５の回動に伴う光ビーム光路長の変化が複数波長相当分にならないよう、
それらの面を光学的に非平坦な面にする必要があろう。散光面を使用する形態に比しこの
形態が優れている点は、照明光の角度成分ひいてはエタンデュが大きく増さない点である
。
【００６７】
　本発明の好適な実施形態としては、可回動部材、例えば多部分型可回動シャッタディス
クをビーム分割サブシステムの一部として用いる形態がある。ここでいうビーム分割サブ
システムとは、その偏光状態に角度差がある第１及び第２光ビームを１本の偏光ビーム
から交番的且つ個別的に生成するサブシステムのことである。図２３に、偏光回転器と共
にそのビーム分割サブシステムの一部として使用され、共通の光源に発した照明光ビーム
からその偏光状態が交番する光を生成する多部分ディスク１２２について、その前面及び
側面を模式的に示す。このディスク１２２の内寄り部分には反射部１２４及び透光部１２
６ａが、また外寄り部分には遮光部１２５及び透光部１２６ｂが互い違いに形成されてお
り、それらによって一種の交番的光ビーム生成機構が形成されている。内寄り反射部１２
４と外寄り透光部１２６ｂ、内寄り透光部１２６ａと外寄り遮光部１２５は径方向沿いに
並んでおり、外寄り透光部１２６ｂは内寄り反射部１２４、外寄り遮光部１２５は内寄り
透光部１２６ａに連なっている。なお、この図では内側に反射部１２４及び透光部１２６
ａの二部分、外側に透光部１２６ｂ及び遮光部１２５の二部分があるのみだが、本発明は
それぞれ三部分以上ある形態で実施することもできる。外寄り遮光部１２５は反射性でも
吸光性でもかまわない。
【００６８】
　多部分ディスク１２２で第１光ビームと第２光ビームを交番的に発生させうることやそ
れによる様々なメリットを理解するには、立体像投射に適した光がこのディスク１２２で
生じる仕組みを考えるとよい。まず、図２４及び図２５に示すビーム分割サブシステム１
２０には光源サブシステム１１０から偏光照明光が入射されている。その光源サブシステ
ム１１０は、図示の通り前述した光転向プリズム３０及びその周辺部材で構成することも
、他の種類の偏光照明光源で構成することもできる。ビーム分割サブシステム１２０内に
はディスク１２２がある。前掲の回動シャッタディスクに入射される光がほぼ平行光化さ
れていたのと違い、レンズ、ミラー等の集光素子１１２で偏光照明光を収束させる構成で
あるため、ディスク１２２では光ビーム直径が小さくなっている。ビーム結合サブシステ
ム１３０は、その偏光状態が異なる光ビームを共通の光路上に送り出せるよう、一群の補
助ミラー、反射素子１２８，１２９、偏光回転器１３４及び偏光ビーム結合器１３２で構
成されている。図示しないが、第１及び第２光ビームを発生させるべくディスク１２２を
回動させるモータ等のアクチュエータも設けられている。反射素子１２８，１２９として
、ワイヤグリッド型、薄膜プレート型乃至キューブ型の偏光ビームスプリッタや、ブリュ
ースター角ビーム結合素子を使用することもできる。薄膜プレート型偏光ビームスプリッ
タは一般に低価格であるが、反射素子１２８，１２９としての性能に問題はない。
【００６９】
　図２４に示したのはある半サイクルにおける光路である。この半サイクルでは、多部分
ディスク１２２の角度位置が、偏光照明光が内寄り反射部１２４で反射され反射素子１２
８に向かうような位置となっている。転向ミラーたる反射素子１２８で転向された光は外
寄り透光部１２６ｂを透過し、偏光状態変換用の偏光回転器１３４例えば半波長板、反射
リターダ、電子式リターダ等を透過する。図示例の場合、光源サブシステム１１０から来
る光はｓ偏光Ｓ、回転器１３４から出る光はそれと直交する偏光状態の光即ちｐ偏光Ｐと
なっている。自明な通り、半波長板以外のデバイスを回転器１３４として使用していて、
光源サブシステム１１０から来る光の偏光状態に対し回転器１３４から出る光の偏光状態
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が直交しない形態にしてもよい。また、円偏光の入射を受け回転器１３４が逆向きの円偏
光を出射する形態にしてもよい。反射素子１２８が回転器１３４としても機能するよう反
射リターダを反射素子１２８として使用する形態にしてもよい。
【００７０】
　同図中、ビーム結合サブシステム１３０内の偏光ビーム結合器１３２は、そうした偏光
状態の光を透過させることで、変調対象となる第１光ビーム１０４を生成する。結合器１
３２としては、ワイヤグリッド型、薄膜プレート型又はキューブ型の偏光ビームスプリッ
タ、ブリュースター角ビーム結合素子等を使用することができる。薄膜プレート型偏光ビ
ームスプリッタは一般に低価格であるが、結合器１３２としての性能に問題はない。
【００７１】
　図２５に示したのは他の半サイクルにおける光路である。この半サイクルでは、多部分
ディスク１２２の角度位置が、偏光照明光が内寄り透光部１２６ａを透過し反射素子１２
９向かうような位置となっている。反射素子１２９は転向ミラーとして働き、その光を元
の偏光状態のまま偏光ビーム結合器１３２の方向に転向させる。結合器１３２はその光を
反射させることで第２光ビーム１０６を生成する。この第２光ビーム１０６の偏光状態は
第１光ビーム１０４のそれと略直交する状態、具体的にはｓ偏光状態となる。このように
して、ビーム１０４，１０６間の結合で生じた結合光ビームはある同じ光路上に出射され
る。即ち、相直交する二状態間で結合光ビームの偏光状態が交番するよう、ビーム１０４
，１０６が互いに別の期間に出射される。
【００７２】
　このとき、図２３に示した平面外観から読み取れるように、多部分ディスク１２２の回
動途上で幾ばくかの移行期間、即ち入射された照明光ビームのうち一部が透過し他の一部
が反射される期間が発生する。ディスク１２２の回動サイクルのうちこの移行期間は、出
射光の偏光状態が揃わない無益な期間である。これを補うため、その入射位置の直後で最
小値になるようビーム径を縮小させ、ディスク１２２に細いビームが入射するようにして
いる。光源サブシステム１１０に発した光を収束させつつディスク１２２に入射させてい
るので、ディスク１２２に入射する光のビーム径ひいては移行期間が大きく削られ、変調
に供される照明光の量がかなり多くなっている。ディスク１２２に入射する光のビーム径
は、透過時でも反射時でも変わりない。平行に近い光を使用している場合は、内寄り透光
部１２６ａを通った第１光ビームと外寄り透光部１２６ｂを通った第２光ビームが全く又
はほぼ同じ径になる。ビーム分割サブシステム１２０からもたらされる第１及び第２光ビ
ームがＳＬＭにて収束する形態や、インテグレーティングバー、レンズレットアレイ等、
ビーム結合サブシステム１３０内光インテグレータ素子にて収束する形態にしてもよい。
【００７３】
　ビーム分割デバイスたる多部分ディスク１２２の角度及び位置は、ビーム結合サブシス
テム１３０から出射される際の光強度を第１光ビーム１０４・第２光ビーム１０６間で概
ね一致することとなるよう、調整することが可能である。また、光学系内の各所で生じる
誤差分が修正されるようディスク１２２乃至偏光回転器１３４の角度、位置及び光学パラ
メタを意図的にずらすこと、例えば偏光回転量が最大値未満になるよう偏光ビーム結合器
を配置することもできる。
【００７４】
　ビーム分割サブシステム１２０の利点としては、更に、二通りの偏光状態に対応して光
源を分ける必要や、その光源を周期的にオンオフさせる必要がないことがある。即ち、本
発明の諸実施形態では、それらの偏光状態に係る光の生成に、同じ光源サブシステム１１
０を使用することができる。また、よく知られているように、コヒーレント光源の使用で
生じるスペックルを、偏光状態の交番で幾らか低減することができる。このことは、その
ディジタル投射機を、立体像投射ではなく、旧来の動画投射手順に従い且つ本発明におけ
る偏光状態交番手法に則り使用する場合でも成り立つ。
【００７５】
　投射機内色チャネルそれぞれに備わるＳＬＭへの信号供給に同期したタイミングで多部
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分ディスク１２２を作動させる手段としては、図示しないが、電子制御画像投射の分野で
周知のセンサ及び論理制御装置を活用することができる。図２６に、光源例えば固体光源
アレイ４４ｂが作動するタイミングの概要を示す。図示の通り、出射光の偏光状態が変化
するにもかかわらず、アレイ４４ｂはオン状態に留まっている。図示しないが、前述の通
り集光素子１１２の働きで光路が収束しているため、偏光状態間の移行期間は短くなって
いる。
【００７６】
　図２７に、本発明の一実施形態に係る画像投射機１００として、その偏光状態を交番さ
せつつＲＧＢ各色変調チャネル１４０ｒ，１４０ｇ，１４０ｂ内ＳＬＭ６０に照明光を入
射させるものを模式的に示す。光源サブシステム１１０、ビーム分割サブシステム１２０
及びビーム結合サブシステム１３０は色変調チャネル毎に設けられている。各色変調チャ
ネル内のＳＬＭ６０は、対応するビーム結合サブシステム１３０からの結合光ビームを立
体像データに従い変調することによって、結合光ビームを形成する照明光のうち第１偏光
状態の照明光から第１変調像を、また第２偏光状態の照明光から第２変調像を生成する。
この投射機１００には、各色変調チャネルからの光同士を結合させるための部材例えばダ
イクロイック面８４や、立体像を表示面上に投射するための投射サブシステム７０も備わ
っている。
【００７７】
　この形態では、図２３～図２６を参照して説明したビーム分割手法を実施し、半サイク
ル別偏光特性に関わる長所を享受することができる。その場合、光源サブシステム１１０
内で使用される光源が偏光状態間で同一であるため、交番する偏光状態間で結合光ビーム
の空間特性及び角度特性をほぼ等価にすることができる。そうした空間特性及び角度特性
の等価性乃至略等価性は、第１及び第２光ビームが辿る光路上に配する諸部品に関し、そ
の厚み、入射角及び屈折率を相応値に設定することで実現することができる。
【００７８】
　ただ、多部分ディスク１２２を使用しているので、左目像・右目像間クロストークによ
るゴーストが、意図しない反射光乃至透過光たる漏洩光が原因で生じる可能性もある。目
に見えるようなゴーストが生じることを防ぐ手法としては、ディスク１２２をできるだけ
薄めに製造する手法のほか、ディスク１２２の前面（光入射面）又はその裏面に何らかの
吸光素材を配するという手法がある。例えば、遮光部１２５上に吸光素材を配するとよい
。図２８Ａたる模式的側面図に示す通り、遮光部１２５の裏側を占めるよう吸光素子１３
６をディスク１２２の背面に配することで、透光部１２６ａの前面における反射で生じた
漏洩光１１６を部分的に遮光部１２５で吸収又は反射させ、その残りを吸光素子１３６で
吸収させることができる。また、図２８Ｂたる模式的側面図に示す通り、反射部１２４の
裏側を占めるよう吸光素子１３６’をディスク１２２の背面に配することで、反射部１２
４を透過する漏洩光を抑えることができる。
【００７９】
　多部分ディスク１２２の前面、背面若しくはその双方又はその一部分に対する処置によ
り、光挙動を様々に修正することができる。例えば、外寄り遮光部１２５を反射性、吸光
性、散光性等の特性にすることや、吸光性と散光性の組合せといった具合にそれらを組み
合わせた特性にすることもできる。コヒーレンス偽像等の問題が軽減されるようディスク
１２２の一部又は全体に亘り模様を付すこともできる。
【００８０】
　光結合サブシステムに光ユニフォマイズサブシステムを付設することもできる。例えば
、図２４及び図２５に示すように、光源サブシステム１１０から出た偏光ビームが通る光
路上にユニフォマイズサブシステム１３８を配置してもよいし、同じく図２４及び図２５
に示すように、結合光ビームが通る光路上にユニフォマイズサブシステム１３８’を配置
してもよい。ユニフォマイズサブシステムとしては様々なユニフォマイズ素子、例えばイ
ンテグレーティングバーやレンズレットアレイを使用することができる。前述の通り、ユ
ニフォマイズサブシステム１３８’上への集光は集光素子１１２に行わせることができる
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。
【００８１】
　図２９に本発明の他の実施形態を示す。この形態では、偏光ビーム結合器を廃止し、反
射素子１２８にビーム結合サブシステム１３０の機能を担わせている。多部分ディスク１
２２の姿勢が図示の姿勢であれば、光源サブシステムに発した光ビームが内寄り反射部１
２４及び反射素子１２８で反射され、外寄り透光部１２６ｂを透過し、そして偏光回転器
１３４を透過することで第１光ビーム１０４が生成される。ディスク１２２の姿勢が更に
回動した姿勢であれば、光源サブシステムに発した光ビームが内寄り透光部１２６ａを透
過し第２光ビーム１０６が生成される。反射素子１２８には、光ビーム１０４，１０６が
共にＳＬＭ６０上に収束するよう傾斜が付されている。ＳＬＭ６０に入射する光のエタン
デュが増大するものの、この形態では光学部品の所要個数が少なくなる。ＳＬＭ６０に代
え、インテグレーティングバー、レンズレットアレイ等のユニフォマイズサブシステム上
に光ビーム１０４，１０６を収束させるようにしてもよい。その場合のユニフォマイズサ
ブシステムは、ビーム結合サブシステムの一構成部材と見なすことができる。
【００８２】
　ＤＬＰデバイスを初めとするＭＥＭＳデバイスには、アルミニウム等を素材とする金属
反射器が設けられることが多い。金属製のミラーには、斜め方向入射時の反射光位相シフ
トが非常に小さい、という性質がある。図１７に示すように、ＤＬＰデバイスでの反射後
も偏光状態が維持される好適な偏光方向では、マイクロミラー７４のヒンジ傾斜方向に対
し平行な軸又は直交する軸が偏光軸となる。軸ＡはＤＬＰ型マイクロミラーのヒンジ傾斜
方向を表している。無論、残留偏光に対する影響を抑えつつ、マイクロミラーの鏡面に対
し他軸沿いに傾斜した偏光状態を用いることも可能である。
【００８３】
　従来型ＤＬＰパッケージに修正を施し、カバープレート気密パッケージの代わりに使用
するようにしてもよい。従来型ＤＬＰパッケージとは、散光による画質劣化を抑えるため
、対外シールと併せ無欠陥面を設けたもののことである。こうしたパッケージの製造時に
は、窓枠内に窓をレーザ熔接乃至熱熔着するプロセスが実行されるので、重度且つ不均一
な複屈折が個々のパッケージ内に誘起されてしまう。実測してみたところ、３ｎｍ超にも
亘るリターダンスばらつきが見られた。これは、ＤＬＰデバイスから出射される光の偏光
状態を維持する上で妨げとなる。従って、そのＤＬＰデバイスで偏光を適正に扱えるよう
、新たな窓パッケージを導入するのが望ましい。例えば、応力誘起複屈折や熱誘起複屈折
が生じにくい低係数ガラス、例えばＳＦ５７を用いパッケージを形成すればよい。また、
窓枠に対する窓の実装を応力フリーな手法、例えばＲＴＶを用い窓を固定する手法で実行
してもよい。窓枠の機構が窓に対してはリジッドだが対チップフレーム接合面に対しては
フレキシブルになるよう、アイソレーションを高めるのも望ましい。その逆の手法を採っ
てもよい。そして、窓を窓枠に接合しその窓枠を実装先のチップに接合するプロセスを、
その温度を注意深くチップ作動温度に制御しつつ実行することで、作動温度とパッケージ
ング時温度との差による応力発生を回避することができる。
【００８４】
　偏光レーザ光源を使用することは、立体像を投射する上でかなり有益なことである。例
えば、上述した旧来の照明光源に比べ効率が高いので、旧来の二次元（２Ｄ）投射におけ
るそれに比肩する輝度を呈する像を投射機にて容易に発生させることができる。
【００８５】
　以上、特定の実施形態を参照しつつ本発明を詳細に説明してきたが、本発明の技術的範
囲には様々な変形例乃至修正例も包含されるので、その点を了解されたい。例えば、レー
ザ光源アレイを念頭に置き諸実施形態を詳細に説明したが、それに代え他種固体輻射源を
使用することもできる。補助レンズその他の光学部品を個々の光路上に付加することもで
きる。図示した光学系における光ユニフォマイズ、インテグレータ及び中継の順序は、大
きな影響なく入れ替えることができる。
【００８６】
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　このように、本願記載の装置及び方法によれば、偏光照明光を用いた立体像ディジタル
映写を高い輝度及び秀逸なコントラスト比で実行することができる。
【符号の説明】
【００８７】
　１０，１００　画像投射機、１２　光源、１４　プリズムアセンブリ、１６　位置、１
８　光学系、２０，２０ｒ，２０ｇ，２０ｂ，６０　空間光変調器（ＳＬＭ）、２６　レ
ーザ光源、２８　入射ファセット、２９　投射レンズ、３０　光転向プリズム、３２　入
射面、３４　出射面、３６　転向面、３８　転向ファセット、４０ｒ，４０ｇ，４０ｂ　
光変調アセンブリ、４２，４３，４５，４５ｒ，４５ｇ，４５ｂ　照明光結合器、４４，
４４’　固体光源アレイ、４４ａ，４４ｂ　偏光固体レーザ光源アレイ、４６，７１　ミ
ラー、５０，５４　レンズ、５１　インテグレータ、５２　光導波路、６２　偏光ビーム
スプリッタ、６４，６４　’　半波長板、６５　回動シャッタディスク、６５ａ，１２６
ａ，１２６ｂ　透光部、６５ｂ，１２４　反射部、６５ｃ　散光面、６５ｄ　円滑面、６
６　モータ、６７　照明光、６８，８４　ダイクロイック面、６９　ビームダンプ、７０
　投射サブシステム、７２　反射プリズム、７３　移行領域、７４　マイクロミラー、７
５，７５ｒ，７５ｇ，７５ｂ，１３４　偏光回転器、７６　１／４波長板、８０　表示面
、８２　ダイクロイック結合器、９０　制御論理プロセッサ、１０４　第１光ビーム、１
０６　第２光ビーム、１１０　光源サブシステム、１１２　集光素子、１１６　漏洩光、
１２０　ビーム分割サブシステム、１２２　回動多部分ディスク、１２５　遮光部、１２
８，１２９　反射素子、１３０　ビーム結合サブシステム、１３２　偏光ビーム結合器、
１３６，１３６’　吸光素子、１３８，１３８’　ユニフォマイズサブシステム、１４０
ｒ　赤色チャネル、１４０ｇ　緑色チャネル、１４０ｂ　青色チャネル、Ａ　軸、Ａ１　
光源面積、Ａ２　変調器面積、Ｄ１，Ｄ１　’　輻射方向、Ｄ２　出射方向、Ｌ　長手方
向、θ１　光源出射角の値域、θ２　変調器入射角の値域、Ｓ，Ｐ　ｓ，ｐ偏光光。

【図１】 【図２】
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